
 

スマート農業技術活用促進法に関する静岡県説明会 

開催要領 

 

 

１．趣旨 

  第２１３回通常国会において成立した「農業の生産性の向上のためのスマート

農業技術活用促進法」について、農業者、JA、市町村、公設試験研究機関等の幅

広い関係者の皆様を対象に、本法に基づく計画の認定制度を説明する説明会を開

催する。 

 

２．開催日時 

   令和６年８月３０日（金） １３：３０～１５：００ 

    

３．開催場所 

  静岡県庁別館２階 第３会議室Ｂ 

  静岡県静岡市葵区追手町９－６ 

 

４ 参集者 

  静岡県、市町村、ＪＡ、農業者、公設試験研究機関 等 

 

５ 説明者 

  農林水産省 担当官 

 

６ 議  事 

 ・あいさつ 

 ・スマート農業技術活用促進法について 

 ・質疑応答 

 

 


